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者における医療や介護の充実を図るために、
高齢者の「尊厳の保持」に基本を置き、日常
生活圏域を基本としたサービス体系の確立な
どの必要性を訴えている。そして、そのため
に厚生労働省は、特に「公益性」「地域制」「協
働性」に基本的視点を置いた地域包括支援セ
ンターの設置に力を入れている。この地域包
括支援センターは、多職種の連携や連携を行
う上での連絡調整を重視し、地域医療の人的
ネットワークにおいて中核的な役割を果たす
ことを目指して設置されている。すなわち、
地域医療の推進には様々な人たちの人的ネッ
トワークが欠かせないと考えられているので
ある。
　このような地域包括支援や地域医療のネッ
トワークを形成し管理する際に重要になると
考えられるのが、看護やケアを受ける人が発
信する情報をどのように扱うか、という点で
ある。後に見るように、医療や介護のような
ヒューマン・サービスの提供においては、誰
にサービスを提供するのか、どのようなサー
ビスを提供するか、などいずれの場面におい
ても情報が非常に大きな役割を果たす。しか

１．問題の所在

　われわれが生きていくうえで、いつも健康
でありたいと願ってはいても、病気や怪我を
避けることはできない。また、健康を維持す
るために健康診断を受けたりすることも欠か
せない。特に青年期はともかく、中年期から
さらに年を重ねて老年期に差しかかるように
なると、健康を維持するのは大きな課題と
なってくる。このような時に我々が世話にな
るのが、それぞれの地域に存在する医療機関
である。
　一口に地域に存在する医療機関とは言って
も、診療所や病院をはじめ、保健所など様々
な種類があるし、公立の機関もあれば私立の
ものもある。また規模の点について見ても、
極めて大規模な総合病院もあれば、個人で経
営する町のクリニックまで非常に大きな幅が
ある。
　このような地域医療の一つの在り方として、
近年、地域包括支援が注目されている。特に
厚生労働省は、「2015年の高齢者介護」にお
いて今後増加することが想定されている高齢
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特に現在注目されているのが、地域包括支援
センターの設置であろう。平成18年４月に改
正介護保険制度が施行されて以降２）、地域包
括支援センターは新たに市町村が責任主体と
なって設置されるようになっている。厚生労
働省によると、地域包括支援センターは地域
住民の健康の保持および生活の安定のために
必要な援助を行うことにより、地域住民の保
健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援
することを目的としている。また、その業務
内容は、包括的支援事業として①介護予防ケ
アマネジメント、②総合相談・支援、③権利
擁護、④包括的継続的ケアマネジメント支援
の四つが、介護予防支援業務として要支援者
のケアマネジメントの実施、となっている。
　厚生労働省の調査によると、平成18年４月
末現在で地域包括支援センターは3,436箇所
設置され、うち市町村等の直営は1,179箇所、
社会福祉法人等に委託されているセンターは
2,257箇所となっている３）。

も、サービスを受ける個人個人によって情報
の内容が大きく異なったり、しかもその変化
が激しかったり突発的であったりするため、
取り扱いが非常に困難な場面も想定される。
　そのため、今後の地域医療のあり方を考え
る上で、看護やケアを受ける人の発信する情
報を的確に取得し、取得した情報を看護やケ
アにかかわる各職種の人たちに確実に伝達で
きるように、ネットワークを形成し管理する
ことが重要である。本論は、このような役割
を担当するにあたって最も適切であるのは、
看護師、特に訪問看護ステーションの看護師
であると考えている。そこで、以下では地域
包括支援や地域医療に携わる各職種が果たす
べき役割を、看護やケアを受ける人の情報を
どのように扱うかという観点から整理したう
えで、その中における看護師の重要性につい
て検討していきたい。

₂．地域包括支援の現状

（１）地域包括支援センターの設置

　各地域において充実した医療サービスの提
供に向けて、現在様々な方策がとられている。

表１ 設置主体別地域包括支援センター数

委託先 箇所数 割合
直営 1,179 34.3%

社会福祉法人（社協除く） 1,085 31.6%
社会福祉協議会 427 12.4%

医療法人 396 11.5%
民間法人 146 4.2%

広域連合等の構成市町村 86 2.5%
株式会社 50 1.5%
NPO法人 14 0.4%
その他 53 1.5%
合計 3,436 100.0%

厚生労働省「地域包括支援センターの手引き」、25頁。
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援センターが創設されたか？」として、以下
の四点を挙げている４）。

①介護サービスが一人一人が住み慣れたま
ちで最後までその人らしく生きることを
保障していくことが介護保険の目的であ
る。

②上記の目的を達成するためサービス基盤
が整備されたとしても、要介護高齢者の
生活をできる限り継続して支えるために
は、個々の高齢者の状況やその変化に応
じて、介護サービスを中核に、医療サー
ビス・その他の生活支援サービスなどの
様々な支援が継続的かつ包括的に提供さ
れる仕組みが必要である。

③介護以外の問題に対処しながら、介護
サービスを提供するためには、介護保険
のサービスを中核としつつ、保健福祉医
療の専門職相互の連携、さらに、ボラン
ティアなどの住民活動も含めた連携に
よって、地域の様々な資源を統合した包
括的な支援（地域包括支援）を提供する
ことが課題である。

④地域包括支援が有効に機能するためには、
各種のサービスや住民が連携して支援が
実施できるよう、関係者の連絡調整を行
い、サービスや支援のコーディネートを
行う機関→地域包括支援センターが必要
である。

　また、この中で中心的な概念となる「地域
包括ケア」について、厚生労働省は、高齢者
が住み慣れた地域でできる限り継続して生活
をおくれるように支えるためには、個々の高
齢者の状況やその変化に応じて、適切なサー
ビス多様な支援を提供することが必要であり、
そのためには、自助努力を基本にしながら介
護保険を中心としつつも、保健・福祉・医療

　このような地域包括支援センターは、市町
村または市町村から委託を受けた法人（在宅
介護支援センターの設置者、社会福祉法人、
医療法人、公益法人、NPO法人、その他市
町村が適当と認める法人）が設置する。その
際の人員配置基準は、１号保険者数3,000人～
6,000人に対して保健師等１名、社会福祉士
等１名、主任介護支援専門員等１名が原則と
して配置されることになっている。
　また、地域包括支援センターは、市町村が
設置した運営協議会の意見を踏まえて適切、
公正かつ中立な運営を確保することとされて
いる。地域包括支援センター運営協議会は原
則として市町村ごとに一つ設置されることに
なっており、構成員は、①介護サービス及び
介護予防サービスに関する事業者及び職能団
体（医師、歯科医師、看護師、介護支援専門
員、機能訓練指導員等）、②介護サービス及
び介護予防サービスの利用者、介護保険の被
保険者（第１号及び第２号）、③介護保険以
外の地域の社会的資源や地域における権利擁
護、相談事業等を担う関係者、④前各号に掲
げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者、
から市町村長が選定することとなっている。

（₂）地域包括支援のネットワーク化

　地域包括支援センターが設置されるように
なった背景には、増え続ける医療・介護・福
祉関連の費用の抑制がある。特に、今後増え
ることが不可避である高齢者の医療・介護・
福祉に関連した費用を抑制するために、予防
措置に力を入れ要介護状態になる前に特定高
齢者などを継続的にケアすることを目的とし
て、厚生労働省は地域包括支援センターの設
置を推進している。この点について厚生労働
省は、「介護保険制度改正で何故、地域包括支
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成されている人的ネットワークを永続的に機
能できるようにするためには、どのようなこ
とが必要なのだろうか。この点について筆者
らは、ネットワークを構成するメンバーが、
特定のメンバーでなければならないという
ネットワークではなく、メンバーが交代可能
であるようなネットワークにする必要がある
と考えている。すなわち、ネットワークを単
なる個人的な人間関係に基づくネットワーク
にするのではなく、内部組織の構築と同様に、
職務と職務の関係に基づくネットワークとし
て構築する必要がある。こうすることで、例
えばある職務を担当するメンバーが辞職した
場合でも、同じ職務を担当できるメンバーを
探してくることができれば、構築済みの人的
ネットワークが継続されるからである。職務
と職務を結び付けてネットワークを形成する
ためには、地域包括支援センターを含めて地
域医療に関係する職務にはどのような特徴が
あるのか、特にどのような技術が用いられて
いるかを分析する必要がある。そこで、以下
では地域包括支援センターを含めて地域医療
に関わる主な職種と、そこで用いられている
技術について分析していく。

₃．地域医療のネットワーク化と看護師

（１）地域包括支援にかかわる職種の技術

　先にみたように、地域包括支援センターや
地域の医療機関などの連携を踏まえると、地
域包括支援ネットワークには様々な職種や人
たちが参加することが重要となる。このよう
な人たちの多くは職務内容を法令によって定
められている。たとえば社会福祉士は「社会
福祉士及び介護福祉法」の第二条により、「…
専門的知識及び技術をもつて、身体上若しく
は精神上の障害があること又は環境上の理由

の専門職相互の連携、さらにはボランティア
等の住民活動などインフォーマルな活動を含
めた、地域の様々な資源を統合、ネットワー
ク化し、高齢者を継続的かつ包括的にケアす
る必要があり、このようなケアが地域包括ケ
アであると述べている５）。
　このような地域包括支援センターの運営の
基本的視点として、三点が挙げられている。
第一点は、「公益性」の視点、すなわち、介護・
福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」とし
ての視点である。第二点は、「地域性」の視点、
すなわち、地域の意見を汲み上げ、地域が抱
える課題の解決にとりくむ、という視点であ
る。そして第三点が「協働性」の視点、すな
わち、３専門職（保健師・社会福祉士・主任
介護支援専門員）のチームアプローチ、地域
の社会資源との連携、地域住民への働きかけ
とネットワーク構築、という視点である６）。
この三つの視点のうち、市町村が設置主体で
あることを踏まえると、一番目と二番目の視
点は当然のことと言える。これに対して三番
目の「協働性」の視点は、地域包括支援セン
ターに特徴的でかつ重要であると言える。
　そして「協働性」の視点から見ると、地域
包括支援センターにとって地域包括支援ネッ
トワークの構築が重要となる。この点につい
ては、「地域包括支援センターの設置運営につ
いて（通知）」においても「５　事業の留意点」
の中でも取り上げられており、「…行政機関、
医療機関、介護サービス事業者、地域の利用
者やその家族、地域住民、職能団体、民生委
員、介護相談員及び社会福祉協議会等の関係
団体等によって構成される『人的資源』から
なるネットワーク…」が地域包括支援ネット
ワークであるとされている。
　では、このような様々な人たちによって構
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コアとなる従業員を顧客の近くに配置し、規
模は小規模で良いから意思決定が迅速にでき
るように、意思決定権限を現場におろす必要
があるとDaftは述べている８）。
　このような特徴に加えて、田尾は、医療や
保健、福祉などに関わる人たちの技術のこと
を「ヒューマン・サービス技術」と名付け、
他のサービス技術と区別している。田尾は、
ヒューマン・サービス技術の特徴として、①
サービスの送り手である提供者と、受け手と
してのクライエントの間に対面的な相互作用
があり、その作用を通して、具体的な成果が
得られること、②その相互作用の様式や内容
が、その成果や評価に大きな影響を及ぼすこ
とになること、③技術が対象としているのは
人間そのものであり、人間をどのように扱う
か、どのように変えるかを中心に様々な技法
が技術として体系化されていること、の三点
を挙げている９）。また、ヒューマン・サービ
ス技術の前提となる人間を、「…それが自ら意
志をもって行動し、独自の価値を主張する…
そのそれぞれは互いに固有であり１つとして
同じものはない」10）ととらえ、田尾は、対象
となる人間に対してどのようなサービスを提
供すれば良いかを、クライエントの発する個
人情報の観点から整理している。第一は個人
情報の深さと幅であり、対象となるクライエ
ントと関わる空間と時間の質や量によって変
化する。第二は個人情報の分散や変異性であ
り、クライエント自身の個性、能力、欲求な
どがどのくらい多様であるか、通常の技能で
は対処できないかといったことと関わってい
る。第三は個人情報の安定性であり、クライ
エントの状態の変動に関わっている11）。

により日常生活を営むのに支障がある者の福
祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サー
ビスを提供する者又は医師その他の保健医療
サービスを提供する者その他の関係者（第
四十七条において「福祉サービス関係者等」
という。）との連絡及び調整その他の援助を
行うこと（第七条及び第四十七条の二におい
て「相談援助」という。）を業とする者」と
規定されている。また保健師は、保健師助産
師看護師法の第二条により、「…厚生労働大臣
の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保
健指導に従事することを業とする者」と規定
されている。さらに看護師は同法の第五条に
より、「…傷病者若しくはじよく婦に対する療
養上の世話又は診療の補助を行うことを業と
する者」と規定されている。
　ここで見た三つ以外の職種も含め、地域包
括支援に携わる職種の人たちが扱う技術に共
通しているのは、その技術がサービス技術で
あるということである。一般にサービス技術
は、切削や塗装など物を加工する製造技術と
は大きく異なる点があるという。この点につ
いてDaftは以下の点を挙げている７）。

①サービス技術は製造技術と異なり、有形
の製品ではなく無形のサービスを産出す
る。

②生産と消費が同時に行われている。
③労働集約的でかつ知識集約的である。
④顧客と従業員の間で直接的な相互作用が

存在する。
⑤顧客が従業員から受けた扱いによって顧

客の満足度が影響される。
⑥顧客に対する迅速な対応が重要である。
⑦顧客がサービスして欲しい場所でサービ

スを提供しなければならない。
　そのためサービス組織を設計する際には、
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ピュータなどを備えて物理的な情報ネット
ワークを整備して関係者に情報を配信すれば、
それで問題は解決するであろう。しかし、上
でみたように患者などの発する情報というの
は、個人によって変動の幅が大きく、しかも
その個人の状態によって大きく変化する。そ
のため、得られた情報を単に関係者に伝達す
るのではなく、専門的な知識によって的確に
解釈を施した上で他の関係者に伝達する必要
がある。また、この際に扱われる情報は個人
的な情報であるから、適切ではない人には伝
達しない、といった配慮も必要となろう。地
域医療に携わる人たちのうち、医師もこのよ
うな知識を持っているが、医師は看護師と異
なり患者と接する時間が短い。看護師は、注
射や点滴、食事の介助などの技術とともに、
患者とのコミュニケーションに関する技術も
看護技術として身につけている。このような
ことを踏まえると、看護師が地域医療のネッ
トワークの中心に位置し、ネットワークの運
営を担っていく上で適切であると考えられる
のである。
　そして、このようなネットワークを管理す
る看護師が拠点とする上で適しているのは、
訪問看護ステーションであると考えられる。
訪問看護ステーションの看護師は、患者が病
院から退院する以前から事前訪問を行い、病
棟の看護師から情報を収集したり、患者や家
族と面会してコミュニケーションを図るなど、
患者の状態を熟知した上で、訪問看護を行っ
ている。また、地域医療を求めている人たち
の「身近な存在」という点からみても、現場
に行って常に情報を取得するということも十
分に可能である。このような点を踏まえれば、
常に地域医療を求めている人たちの身近にい
ることができて、しかもその人たちのための

（₂）ネットワークの中心としての看護師

　上で見たような地域包括支援センターを含
め、地域医療の充実のために様々な方策が必
要とされている。その中でキーワードとなっ
ているのが、ネットワーク化である。すなわ
ち、地域医療に携わる人たちだけではなく、
介護や福祉に携わる人たちも含めて綿密な人
的ネットワークを形成し、それを生かすこと
で地域医療を充実させることが重要であると
いうことである。そしてそのためには、どの
ような人たちがこのネットワークの中心に位
置して、このネットワークを形成・管理すれ
ば良いのか、という点である。
　この点について、筆者らは看護師がネット
ワークの中心に位置すべきであると考えてい
る。看護師は、地域包括支援センターの設置
基準にある人員配置基準に含まれてはいない
ものの、以下の二つの理由から他の職種より
も重要な役割を担うべきであると考えられる
からである。
　第一の理由として、看護師は地域医療を求
めている人たちの最も身近な存在である、と
いうことがあげられる。看護師は、その職務
の特性上患者やケアを必要とする人たちと接
する時間や回数が、診察する医師などよりも
長く多い。すなわち、看護師は他の職種の人
たちよりも深く大きな幅をもって患者の個人
情報を得ることが可能であり、個人情報に基
づいて提供されるヒューマン・サービス技術
の内容を決定する際に大きな役割を果たすか
らである。
　第二に、看護師は患者やケアを必要とする
人たちについての情報を解釈・伝達する上で
必要な専門的な知識を取得しているからであ
る。患者などの状態についての情報を単に伝
達するだけで済むならば、カメラやコン
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とになりかねない。そのため、看護師資格を
持っているが休職中である人などを、特に地
域内でいかにして動員し活用していくか、と
いう方法も含め今後さらに検討を重ねていく
必要がある。

注
１）群馬パース大学保健科学部看護学科所属。

２）同法の条文では、包括的支援事業を以下のよう

に定めている。

　第百十五条の三十八 　市町村は、被保険者が要

介護状態等となることを予防するとともに、要

介護状態等となった場合においても、可能な限

り、地域において自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援するため、地域支援事業とし

て、次に掲げる事業を行うものとする。

　　　一　被保険者（第一号被保険者に限る。）の

要介護状態等となることの予防又は要介護

状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必

要な事業（介護予防サービス事業及び地域

密着型介護予防サービス事業を除く。）

　　　二　被保険者が要介護状態等となることを予

防するため、その心身の状況、その置かれ

ている環境その他の状況に応じて、その選

択に基づき、前号に掲げる事業その他の適

切な事業が包括的かつ効率的に提供される

よう必要な援助を行う事業

　　　三　被保険者の心身の状況、その居宅におけ

る生活の実態その他の必要な実情の把握、

保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関

連施策に関する総合的な情報の提供、関係

機関との連絡調整その他の被保険者の保健

医療の向上及び福祉の増進を図るための総

合的な支援を行う事業

　　　四　被保険者に対する虐待の防止及びその早

期発見のための事業その他の被保険者の権

利擁護のため必要な援助を行う事業

　　　五　保健医療及び福祉に関する専門的知識を

有する者による被保険者の居宅サービス計

業務に集中できるのは、訪問看護ステーショ
ンの看護師に他ならないのである。
　訪問看護ステーションは、近年営利法人に
よる設置も増えているものの、現在でも多く
は医療法人によって設置されている。これは、
医療法人によって設置される訪問看護ステー
ションの方が、①医師が指示を出す際に円滑
なコミュニケーションが図れる、②市場開拓
の手間が省ける、③資源の共有化や節約が促
進される、といった他の法人による設置より
も有利な点があるからである12）。特にこのう
ち、医師との円滑なコミュニケーションが行
えるという点は非常に重要である。患者が病
院等の医療機関での治療の後、自宅に戻りさ
らに治療を続ける際に医師とのコミュニケー
ションは不可欠であるが、在宅の患者と病院
などに勤務している医師が円滑なコミュニ
ケーションをとるのは極めて困難であろう。
そのような状況下で医師と患者のコミュニ
ケーションを仲介し結びつけるのが、訪問看
護ステーションの看護師なのである。

₄．今後の課題

　本論では、地域包括支援センターをはじめ
とする地域医療の在り方やそのネットワーク
化について、看護師、特に訪問看護ステーショ
ンに勤務する看護師の重要性について指摘し
た。そこでこのことを踏まえて、今後解決す
べき課題について述べたい。それは、看護師
確保の問題である。
　周知のとおり、現在の日本では慢性的に看
護師が足らない状態となっている。また、多
くの看護師が過重労働による不満を訴えてい
る。これに加えて、地域包括支援ネットワー
クに携わっていくという業務が増えれば、現
状でも足らない看護師不足に拍車をかけるこ
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画及び施設サービス計画の検証、その心身

の状況、介護給付等対象サービスの利用状

況その他の状況に関する定期的な協議その

他の取組を通じ、当該被保険者が地域にお

いて自立した日常生活を営むことができる

よう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

　２　市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地

域支援事業として、次に掲げる事業を行うこ

とができる。

　　　一　介護給付等に要する費用の適正化のため

の事業

　　　二　介護方法の指導その他の要介護被保険者

を現に介護する者の支援のため必要な事業

　　　三　その他介護保険事業の運営の安定化及び

被保険者の地域における自立した日常生活

の支援のため必要な事業

　　また、同法の条文では、地域包括支援センター

は以下の通り定められている。

第百十五条の三十九 　地域包括支援センターは、

前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業

（以下「包括的支援事業」という。）その他厚生

労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心

身の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより、その保健医療の向上及

び福祉の増進を包括的に支援することを目的と

する施設とする。

２　市町村は、地域包括支援センターを設置す

ることができる。

３　次条第一項の委託を受けた者は、包括的支

援事業その他第一項の厚生労働省令で定める

事業を実施するため、厚生労働省令で定める

ところにより、あらかじめ、厚生労働省令で

定める事項を市町村長に届け出て、地域包括

支援センターを設置することができる。

４　地域包括支援センターの設置者は、包括的

支援事業を実施するために必要なものとして

厚生労働省令で定める基準を遵守しなければ

ならない。

　　　 また、同法第百十五条の三十八に定められた

「包括的支援事業」とは以下の通り。

３）厚生労働省（2007）「地域包括支援センターの


